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経済産業大臣梶山弘

〆

国土交通大臣赤羽一
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’
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨に

よる災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき

措置の指定に関する政令について
’

標記政令を制定する必要があるので、別紙政令案及び理由を添

えて閣議を求めます。
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1

政
令
第
参
宮
垂
手
号

令
和
二
年
五
月
十
五
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し

適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令

じ
ん

内
閣
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
二

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
激
甚
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

じ
ん

第
一
条
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
災
害
を
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
し
、
当
該
激
甚
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
五
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
法
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
六
条
、

豪
雨
に
よ
る
災
害
第
十
七
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
、
第

二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
措
置
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Ⅲ
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Ⅱ
Ⅱ
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Ⅲ
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Ⅱ
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災

（

奎
巨

適
用

（
す
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き
措
置
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｡

附

の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
三
年
二
月
二
十
八
日
と
す
る
。

（
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
地
域
等
の
特
例
）

第
三
条
第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
令
第
二
十
五
条
（
令
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
第
二
十
五
条
中
「
第
一
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
一
条
第
一
項

各
号
」
と
す
る
。

（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
日
）

第
四
条
第
一
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
三
年
五
月
十
四

日
と
す
る
。

（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
の
特
例
）

じ
ん

第
二
条
前
条
の
激
甚
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別

備
考
上
欄
の
豪
雨
と
は
、
梅
雨
前
線
に
よ
る
も
の
を
い
う
。
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こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。（

（
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理
由

令
和
二
年
五
月
十
五
日
か
ら
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
豪
雨
に
よ
る
災
害
を
激
甚
災
害
と
し
て
指
定
す
る
と
と
も
に
、
当

該
激
甚
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と
し
て
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
等
に
関
す
る
特
別
の
財
政
援
助
等
を
指
定
す
る

等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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